
　
現
在
お
使
い
の
資
格
確
認
書
は
、令
和
8

年
7
月
31
日
を
も
っ
て
有
効
期
限
を
迎
え

ま
す
。

　
令
和
8
年
8
月
1
日
か
ら
は
、マ
イ
ナ
保

険
証
ま
た
は
7
月
に
お
送
り
す
る
資
格
確

認
書【
薄
緑
色（
う
す
み
ど
り
色
）】を
お
使

い
く
だ
さ
い
。な
お
、現
在
お
持
ち
の
資
格

確
認
書【
薄
橙
色（
う
す
だ
い
だ
い
色
）】は
、

市
役
所
へ
8
月
以
降
に
返
却
い
た
だ
く
か
、

ご
自
身
で
細
か
く
裁
断
す
る
な
ど
し
て
処

分
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
資
格
確
認
書
の
対
象
者
と
送
付
方
法

対
象
者

•
85
歳
以
上
の
被
保
険
者

•
85
歳
未
満
の
被
保
険
者
で
あ
り
、マ
イ
ナ

保
険
証
と
し
て
登
録
を
し
て
い
な
い
人

送
付
方
法

•
7
月
中
旬
頃
に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付

し
ま
す
。

◦
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
の
対
象
者
と
送

付
方
法

対
象
者

•
85
歳
未
満
の
被
保
険
者
で
あ
り
、マ
イ
ナ

保
険
証
と
し
て
登
録
済
み
の
人

送
付
方
法

•
7
月
中
旬
頃
に
特
定
記
録
郵
便
で
送
付

し
ま
す
。

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

は
、本
人
確
認
書
類
を
お
持
ち
の
上
、

市
役
所
で
申
請
す
る
こ
と
で
資
格
確

認
書
が
交
付
さ
れ
ま
す

•
マ
イ
ナ
保
険
証
を
保
有
し
て
い
る

が
、マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
受
診
が

困
難
な
ど
の
理
由
が
あ
る
人

•
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
更
新
中
、

ま
た
は
紛
失
、破
損
し一時
的
に
使

用
で
き
な
い
人

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

に
、令
和
８
年
度
の
１
年
間
の
保
険
料
の
額

や
、支
払
方
法
を
記
載
し
た
通
知
書
を
、７

月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。令
和
８
年
度
よ
り

従
来
の
保
険
料（
医
療
分
）に
加
え
て
、子
ど

も
子
育
て
支
援
金
分
の
保
険
料
を
ご
負
担

い
た
だ
き
ま
す
。

◦
保
険
料
の
計
算
方
法

　
令
和
８
年
度
の
保
険
料
は
、令
和
７
年
中

の
所
得
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

◦
保
険
料
の
支
払
方
法

　
通
知
書
の「
特
別
徴
収
」の
欄
に
金
額
が

記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
、そ
の
金
額
が
公
的
年

金
か
ら
引
き
去
り
と
な
り
ま
す
。「
普
通
徴

収
」の
欄
に
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
、

納
付
書
か
口
座
振
替
で
の
支
払
い
と
な
り

ま
す
。

令
和
８
年
度
の
保
険
料
の
額
を

７
月
中
旬
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
令
和
8
年
度
は
8
月
1
日
時
点
で
85
歳
以
上
の
人
に
は一律
で
資
格
確

認
書
を
、85
歳
未
満
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用
登
録

が
お
済
み
の
人
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
７
月
中
旬
に
お
届
け
し
ま
す

問
保
険
年
金
課 

高
齢
者
医
療
係
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

薄緑色（うすみどり色）

有効期限は

令和9年７月31日
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